


インフラ施設

空港、鉄道、港湾、熱供給施設、発電所など

工場

土地建物のほか、製造設備・加工機械・クレー
ン・構築物・工具器具備品など

機械・設備

製造機械、医療機器、オフィスビル設備、重機、
店舗造作、什器備品など

車両・船舶

旅客船、貨物船、漁船、各種作業車両など

日本不動産研究所の強み

全国展開による迅速な対応

工場財団・鉄道財団など豊富な評価実績

不動産・動産の評価、環境DD、ER作成など

総合的なコンサルティング対応

社内公認会計士、弁護士との連携



２．評価の方法

評価の考え方
評価手法としては、不動産鑑定評価と同様に三手法（原価法・取引事例比較法・収益還

元法）があります。
動産評価においては、三手法の適用を検討し、資産の種類やご依頼の目的などに応じて

三手法、または、一部の手法を適用いたします。

報告書の形式
価格調査・コンサルティングなど、ご依頼の目的に応じた報告書を作成いたします。また、

必要に応じて、IVS（国際評価基準）及びUSPAP（米国鑑定統一基準）が定める評価基準に
準拠した報告書を作成することも可能です。

求める価格
評価の用途（現況利用前提・設備の撤去前提・強制売却前提など）に応じた価格（公正

市場価値・任意清算価値・強制清算価値など）を算定いたします。

１．動産・インフラ評価が活用される場面

M＆A
買収先企業が所有する各種資産の時価を把
握するため、動産・インフラ評価が活用さ
れます。

会社更生・民事再生
会社更生手続きや民事再生手続きにおける
財産評定などにおいて、動産・インフラ評
価が活用されます。

インフラ施設の民営化等
PPP・PFIなどを活用したインフラ施設の
民営化や運営権設定、証券化などにおい
て、施設全体の価値把握のため動産・イ
ンフラ評価が活用されます。

IFRS
IFRS16号では有形固定資産の評価方法
として原価モデルと再評価モデルの選択
適用が認められています。再評価モデル
を適用した場合は定期的に、原価モデル
を適用した場合は初度適用のみなし原価
として、有形固定資産の公正価値を把握
する必要があり、動産・インフラ評価が
活用されます。

売買・賃貸借
資産の売買や賃貸借（第三者間・関連会
社間・賃貸借当事者間）など、帳簿価格
での取引が適切でない場合や適切なリー
ス料の設定が必要な場合、時価等把握の
ため動産の時価評価又はリース料評価が
活用されます。

減損会計
減損会計の対応においては減損の兆候把握
・減損損失の測定など、企業会計の様々な
局面において時価把握が要請されるため、
動産・インフラ評価が活用されます。

資金調達
工場財団抵当や鉄道財団抵当、航空機フ
ァイナンス、船舶ファイナンス、動産担
保等に当たっては、適切な担保価値把握
のため、動産評価が活用されます。



３．日本不動産研究所における動産・インフラ評価例


